
1012

（
前
列
右
か
ら
角
田
雅
保
、
南

雲
鋭
一
、
都
丸
政
行
副
委
員
長
、

茂
木
弘
伸
委
員
長
、
田
中
寛
一
、

真
下
裕
、
後
列
右
か
ら
中
澤
広

行
、
角
田
喜
和
、
山
�
雄
平
、

金
子
渡
、
篠
田
�
壽
、　の
各
委
員

で
す
。）

合
併
後
の
議
会
報
編
集
特
別

委
員
会
は
、
旧
市
町
村
そ
れ
ぞ

れ
の
地
区
出
身
の
メ
ン
バ
ー
で

構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。

読
み
や
す
い
「
市
議
会
だ
よ

り
」
を
一
番
に
精
鋭
11
人
、
頑

張
り
ま
す
。

発
行
◆
渋
川
市
議
会

編
集
◆
議
会
報
編
集
特
別
委
員
会

２
月
20
日
の
合
併
後
、

初
の
臨
時
議
会
が
開
か
れ
、

議
長
や
そ
の
他
の
役
職
が

決
ま
っ
た
。
議
会
報
編
集

特
別
委
員
会
も
11
人
編
成

で
記
念
す
べ
き
創
刊
号
、

３
月
定
例
会
第
２
号
発
行

の
た
め
ス
タ
ー
ト
し
た
。

幸
い
か
な
、
委
員
会
の
メ

ン
バ
ー
は
旧
市
町
村
議
会

で
広
報
を
手
掛
け
た

経
験
者
ば
か
り
だ
。

各
々
の
持
ち
味
を
生

か
し
た
意
見
が
活
発

に
か
わ
さ
れ
、
さ
い

先
良
い
誌
面
づ
く
り

が
で
き
た
と
思
う
。

議
会
報
の
役
割
は
、

議
会
の
仕
組
み
や
そ

の
時
々
の
重
要
決
定
事
項

や
決
ま
り
事
、
そ
の
や
り

取
り
を
わ
か
り
や
す
く
お

伝
え
す
る
と
い
う
大
切
な

任
務
が
課
せ
ら
れ
て
い
ま

す
。
情
報
量
と
掲
載
ス
ペ

ー
ス
で
い
つ
も
悩
む
と
こ

ろ
で
す
が
、
市
民
に
愛
さ

れ
る
誌
面
づ
く
り
の
た
め

頑
張
り
ま
す
。

条例の制定・廃止
○渋川市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
○渋川市介護保険条例
○渋川市伊香保温泉バス案内所条例
○渋川市金島地区農家高齢者創作館の設置及び管理に関する条例を廃止する条例

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥以上原案可決
○渋川市議会の議員の報酬及び費用弁償等の特例に関する条例 ‥‥‥‥‥‥否決

条例の一部改正
○渋川市職員の給与に関する条例
○渋川市福祉医療費の支給に関する条例
○渋川市小口資金融資促進条例
○渋川市立学校設置条例

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥以上原案可決
平成１８年度暫定予算

○渋川市一般会計暫定予算
○渋川市国民健康保険特別会計暫定予算
○渋川市老人保健特別会計暫定予算
○渋川市介護保険特別会計暫定予算
○渋川市農産物直売事業特別会計暫定予算
○渋川市伊香保温泉観光施設事業特別会計暫定予算
○渋川市小野上温泉事業特別会計暫定予算
○渋川市交流促進センター事業特別会計暫定予算
○渋川市白井温泉こもちの湯事業特別会計暫定予算
○渋川市敷島温泉赤城の湯事業特別会計暫定予算
○渋川市北橘温泉ばんどうの湯事業特別会計暫定予算
○渋川市たちばなの郷城山事業特別会計暫定予算
○渋川市伊香保リンク管理運営事業特別会計暫定予算
○渋川市用地先行取得事業特別会計暫定予算
○渋川市小野上土地開発事業特別会計暫定予算
○渋川市下水道事業特別会計暫定予算
○渋川市農業集落排水事業特別会計暫定予算
○渋川市個別排水処理事業特別会計暫定予算
○渋川市簡易水道事業特別会計暫定予算
○渋川市水道事業会計暫定予算
○渋川市病院事業会計暫定予算

‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥以上原案可決
人　事

○渋川市固定資産評価員の選任の同意について ‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥同意
その他

○群馬県市町村総合事務組合の規約変更に関する協議について ‥‥‥原案可決

暫
定
予
算
と
は
…

年
間
を
通
ず
る
予
算
（
本
予

算
）
が
成
立
す
る
ま
で
の
暫
定

的
な
も
の
と
し
て
、
必
要
に
応

じ
編
成
さ
れ
る
一
会
計
年
度
の

中
の
一
定
期
間
に
係
る
予
算
の

こ
と
を
い
う
。

暫
定
予
算
は
、
①
年
間
を
通

ず
る
歳
入
歳
出
予
算
が
、
年
度

開
始
ま
で
に
成
立
す
る
見
込
み

の
な
い
場
合
、
②
新
た
に
地
方

公
共
団
体
が
設
置
さ
れ
た
場
合

（
地
方
公
共
団
体
の
分
立
、
一

部
事
務
組
合
の
設
立
等
）、
③

そ
の
他
特
別
の
必
要
が
あ
る
場

合
（
首
長
、
議
員
の
任
期
満
了

等
）
に
、
つ
な
ぎ
的
な
予
算
と

し
て
編
成
さ
れ
る
。

暫
定
予
算
は
、
本
予
算
成
立

ま
で
の
間
の
行
政
の
中
断
を
防

ぐ
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
費
目
は
、
義
務
的
性

質
の
も
の
等
必
要
最
小
限
に
と

ど
め
る
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
暫
定
予
算
も
一

つ
の
予
算
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

当
然
議
会
の
議
決
を
経
る
こ
と

を
要
す
る
。

な
お
、
暫
定
予
算
は
、
当
該

会
計
年
度
の
予
算
が
成
立
し
た

と
き
は
、
「
そ
の
効
力
を
失
う

も
の
と
し
、
そ
の
暫
定
予
算
に

基
づ
く
支
出
又
は
債
務
の
負
担

が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
当
該

会
計
年
度
の
予
算
に
基
づ
く
支

出
又
は
債
務
の
負
担
と
み
な
す
」

と
し
て
、
本
予
算
の
中
に
吸
収

さ
れ
、
暫
定
予
算
は
な
く
な
る
。

議
会
ひ
と
く
ち
メ
モ

議
会
報
編
集
特
別
委
員
会

メ
ン
バ
ー
紹
介

提出議案と審議結果


